
２.貸出業務の状況

　 貸出金残高推移

その他

宮崎県

鹿児島県

企業活動を通した“かぎん”のすがた

１.預金業務の状況

※ 総預金残高：預金残高と譲渡性預金残高の合計額

　 総預金残高推移

その他

宮崎県

鹿児島県

当行における「地域」の概念は、鹿児島県及び宮崎県を指しています。
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金融円滑化への取組みについて
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当行は、地域金融機関として積極的かつ適正な資金仲介機能を発揮し、金融の円滑化に取り
組んでいます。

お客様からの新規融資や条件変更の相談・申込み等の窓口
お客様からの新規融資や条件変更の相談・申込み等について、営業店をはじめ事業性資金は法人ビジネス
センター（電話受付）、個人ローンは住宅センター、個人プラザかぎんWELLでもお受けしています。

金融円滑化に係る苦情受付について
苦情受付の専用窓口を、営業戦略部お客様サービス室に設置しています。また、営業店で受付けた苦情
は、営業戦略部お客様サービス室へ報告します。営業戦略部お客様サービス室は、受付けた苦情の内容や
対応状況等の適切性を確認するとともに必要に応じて営業店と一体となって対応する体制となっていま
す。

経営相談・経営指導及び経営改善支援への対応
お客様からの要請に基づく経営相談・経営指導及び経営改善支援について、十分なコミュニケーションに
よる相互理解に努め、営業利益改善支援活動の充実を図る体制を整備しています。また、外部機関とも連
携を強化することで、適切かつ十分な支援を行います。

《営業店》
営業店は、お客様と十分なコミュニケーションをとり、企業審査の充実に努め、営業利益改善支援活動を実践

します。また、必要に応じて、審査部・営業支援部等の本部所管部に要請を行い、営業利益改善支援活動の実

効性を高めます。

《本　部》
本部所管部は、営業店の要請に基づき、また主体的に営業店のサポートを行い、必要に応じて外部機関とも積

極的に連携することで、営業利益改善支援活動の実効性を高めます。
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CSR（企業の社会的責任）への取組みについて

《具体的な取組み内容》
●財務諸表による定量的な分析に加え、継続的な企業訪問等を通じて、企業の技術力・販売力などの定性的
な分析を実施し、経営実態の十分な把握を行います。

●ビジネスマッチングやＭ＆Ａに関する情報等、当行の情報生産機能やネットワークを積極的に活用し、また外
部機関とも緊密に連携することで、きめ細かな経営相談、経営指導、経営改善計画の策定支援を行います。
●ライフサイクルにおける「創業」、「新事業展開」、「経営改善」、「事業再生」、「事業承継」等の各段階に応
じて、「各種保証制度やＡＢＬの活用などによる適切な資金供給」、「中小企業再生支援協議会や特定認証Ａ
ＤＲ機関等外部機関との連携による事業再生」などきめ細かい支援を行います。

●経営改善計画の進捗状況を適切に把握し、計画の見直しを助言するなど、計画達成に向けた積極的な働き
かけを行います。

行内の金融円滑化管理体制
●当行全体の金融円滑化管理の統括として、融資企画部担当役員を統括責任者とし、融資企画部長を部
会長とする金融円滑化管理部会（以下、管理部会）を設置しています。

●管理部会は、金融円滑化に関係する本部８部の部長、主任調査役及びグループ会社３社の担当者で構
成し、監査部検査役をオブザーバーとしています。

●管理部会では、金融円滑化に係る営業店及び本部所管部の対応状況・管理状況をモニタリングするとと
もに、具体的な対応策を協議・検討します。

●なお、管理部会で協議した内容については、リスク管理委員会を経て取締役会に報告する体制としてい
ます。

●管理部会の所管部長及び営業店長は、管理責任者として部下行員への指導・監督ならびに相談・対応の
管理・監督を担います。なお、営業店・本部所管部では、お客様からの新規融資や条件変更の相談・申込
み内容、対応状況（謝絶を含む）、要望及び苦情対応をより具体的に記録し、７年間保存します。

●監査部は、営業店・本部所管部における金融円滑化管理の適切性を検証します。

　環境問題への取組み
昨今、地球温暖化が世界的な問題となっており、これによる気候変動が農業・観光業を主要産業とする鹿児島・宮崎県に与える経済

的損失は計り知れないものがあります。そこで当行は環境保全に向けた基本理念、基本方針を「鹿児島銀行環境方針」として定め、本
方針に基づき、地域づくりのフィナンシャル・リーダーとして環境保全に向けた取組みに努めています。

○地球温暖化問題への対応
●店舗の屋上緑化
●太陽光発電の設置
●電気自動車の導入
●「エコ（ecology：環境）・エコ（economy：
節約）運動」における更なる電気使用量  
の削減の実施

●スーパークールビズの実施
●「かぎんecoアクション」（行内外におけ
る自動車から徒歩・自転車等へのシフト、
節電への取組み）の実施

●「かごしまエコファンド制度」による二酸化炭素吸収量のクレジット購入

○循環型社会形成のための対応
●ペーパーリサイクル、蛍光灯リサイクル
●グリーン購入（環境配慮型用品の活用）
●「エコ（ecology：環境）・エコ（economy：節約）運動」における3R（リ
デュース・リユース・リサイクル）の実施

○自然環境保全のための対応
●アジア開発銀行が発行する債券「ウォーター・ボンド」に対する投資

【基本理念】
当行が営業基盤とする鹿児島は、南北約６００キロメートルにも及ぶ県土

に様々な気候を有し、桜島や鹿児島湾、わが国最初の世界遺産である屋久
島、国立公園に指定された霧島、サンゴ礁や稀少な動植物を育む奄美の
島々など、特色ある自然に恵まれています。
一方、今日の環境問題は、地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球規模で
取り組まなければならない様々な課題が顕在化しつつあります。
当行は、「地域とともに歩み、地域社会の発展に貢献する」という企業理念

に基づき、これら郷土の恵み豊かな自然環境を保全するとともに、良好な地
球環境を将来の世代に引き継ぐため、役職員全員が高い環境意識を持ち、
環境保全活動に積極的に取り組みます。

【基本方針】
１．環境負荷軽減活動の実践
　当行は、自らの企業活動にあたり、環境に配慮した行動を率先して実践することにより、
　環境負荷軽減に努めます。
２．環境関連事業活動の展開
　当行は、銀行業務を通じ、環境保全に寄与する商品・サービスの提供など環境関連事業
　活動を積極的に展開し、お客様の環境保護へ向けた取組みのお手伝いをします。
３．環境保護活動への参加
　当行は、地域の環境保護活動に積極的に参加し、ふるさと鹿児島の環境保全に努めます。
４．環境経営の周知
　当行は、この環境方針に基づく取組みを行内に周知するとともに、一般にも公表します。

鹿児島銀行環境方針

環境負荷軽減活動の実践
○環境配慮型商品

●「屋久島ボランティア預金」
●「かぎんマイカーローン」
●「太陽光発電ローン」
●「かぎん環境格付融資」（ローン・利子補給付きローン・私募債）

○金利優遇
●エコ住宅金利優遇制度 
●消費性ローンにおける金利優遇（エコ優遇）

○他行との協力協定
●「環境融資に関する業務協力協定」（三菱東京UFJ 銀行）
●「環境投融資等に関する業務協力協定」（日本政策投資銀行）

環境関連事業活動の展開

○環境問題に対する当行の取組みの周知
●ディスクロージャー誌、ミニディスクロージャー誌、ホームページへの掲載
●個人プラザかぎんＷＥＬＬへのパネル掲示

環境経営の周知

○寄付・寄贈
●屋久島山岳部利用対策協議会への募金
●鹿児島県へLED外灯の寄贈
●地元の環境保護活動を行う団体への寄付

○森林整備への取組み
●かごしま環境パートナーズ協定に基づく鹿児島市内県有林の整備
●「日本の森を守る地方銀行有志の会」への入会

環境保護活動への参加

11
KAGOSHIMA BANK MINI DISCLOSURE

12


